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請願・陳情の審査

請願第６号  相次ぐ落下事故を踏まえ、住宅地と石油コンビナ 

ート上空を低空飛行させる危険な羽田空港新飛行

ルート案の撤回を求める意見書提出を求める請願 

 陳情４７号 羽田新飛行ルートについての市民への説明と 

騒音対策・被害想定などを求める陳情 

 資 料  羽田空港の機能強化について 

参考資料１ 本市から国への要望関係資料 

参考資料２ 川崎石油コンビナート地域上空の飛行制限について（通知） 

（国土交通省） 

参考資料３ 川崎市臨海部防災対策計画の修正について（概要） 

参考資料４ 羽田空港のこれから（国土交通省）
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資料 

殿町 

20 便程度/時（当初案 24便程度/時から削減） 

出典：「2020 年 3 月 29 日より新飛行経路の運用を開始し羽田空港において国際線を増便します」（別紙） 

（国土交通省） 

※川崎市が一部加筆 

２

出典：川崎市上空における南風時の新飛行経路（国土交通省） 

※川崎市が一部加筆 

図１ 南風時の新飛行経路（現行との比較） 

図２ 南風時の新飛行経路（Ｂ滑走路から川崎市側へ離陸） 

○平成２５年６月に閣議決定された日本再興戦略において、首都圏空港の機能強化が盛

り込まれ、これからの日本の成長を支え、経済・社会を維持・発展させていくため、

羽田空港をさらに世界に開き、諸外国との結びつきを深めていくことが必要であると

して、国において国際線増便の取組が進められている。

○国は、国際線を増便するため、様々な方策の検討を行った結果、平成２６年８月に、

国際線の需要が集中する時間帯に限って運用する新飛行経路の当初案を示して以降、

環境影響等に配慮した方策を踏まえ、現在の新飛行経路が示されている（図１）。

◯令和元年８月、国は、関係自治体からの意見・要望や、住民からの心配の声があるこ

とを踏まえ、それらをしっかりと受け止め、丁寧に対応することを前提として、令和

２年３月２９日から新飛行経路の運用を開始し、国際線を増便することを発表した。

羽田空港の機能強化について 
１ 羽田空港の機能強化に係る新飛行経路 
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２ 川崎石油コンビナート地域の飛行制限について 

３ 

（１）経緯 

○昭和４０年代に空港周辺で発生した航空機事故を契機として、昭和４１年から４５年

にかけて、川崎市長、川崎市議会から国に対して、川崎石油コンビナート地域の航空

安全の確保等に関する要望を行った。

○昭和４５年１１月、国は、羽田空港の位置、滑走路の方向等から、川崎石油コンビナ

ート地域上空の飛行を全面的に禁止することは航空機の航行の安全確保等の見地か

ら困難であるため、できる限り、当該地域上空の飛行を制限するとし、東京航空局長

から東京国際空港長あてに、川崎石油コンビナート地域上空の飛行制限について、通

知し、運用されてきた。

（２）昭和４５年１１月に通知された飛行制限の内容 

・東京国際空港（羽田空港）に離着陸する航空機は、原則として、川崎石油コンビナート

地域上空を避け、適切な飛行コースをとらせること。

・東京国際空港（羽田空港）に離着陸する航空機以外の航空機は、川崎石油コンビナート

地域上空における飛行を避けさせるとともに、やむを得ず上空を飛行する必要のある

場合は、低高度（３０００フィート以下）の飛行は行わせないこと。

飛行制限区域 

出典：航空路誌 

※川崎市が一部加筆 

（３）飛行制限の見直しに関するこれまでの対応 

○本市では、コンビナート地域上空の飛行に伴う安全確保について、試験飛行の実施や

地元住民への丁寧な説明、騒音影響の軽減対策等とともに、平成２７年１２月、平成

２８年６月、平成３０年９月に、国に対し要望書を提出し、次の対応を求めてきた。

■石油コンビナート上空をこれまでよりも低高度で飛行することについて、具体的

な内容や落下物等の安全対策に対する考え方を早期に示すとともに、周辺地域を

含めた継続的な防災力確保・向上に取組むこと。 

○同様に、関係自治体や航空会社等の関係者間で協議を行う国の「首都圏空港機能強化

の具体化に向けた協議会」においても対応を求めてきた。 

◯国からは、令和元年８月、「第５回首都圏空港の機能強化の具体化に向けた協議会」

において、安全性の確保を前提として、飛行制限の見直しを行っていくことが示され

た。

○それを受け、本市から国に対し、令和元年１０月の総括的な要望書において、安全性

の確保や事故・災害時の対応強化について、具体的な内容を示すとともに、責任を持

って対応を行うことを、改めて要望した。

○国からは、令和元年１１月に、本市要望への対応として、安全運航の必要な措置につ

いて、責任を持って対応するとともに、事故・災害時における関係機関の更なる連携

強化を図ることの説明を受け、１２月に、書面にて回答を確認した。

○その後、国は、新飛行経路の運用に必要な手続きを進める中で、令和元年１２月１６

日付で、東京航空局長から東京国際空港長あてに、新たな飛行制限の通知がなされ、

昭和４５年の通知が廃止された。 

（４）新たに通知された飛行制限の内容 

図３ 石油コンビナート地域の飛行制限区域 

浮島町 千鳥町 水江町 扇町 
大川町 安善町 

東扇島 

・東京国際空港（羽田空港）に離着陸する航空機以外の航空機は、川崎石油コンビナート

地域上空における飛行を避けさせるとともに、やむを得ず上空を飛行する必要のある

場合は、低高度（３０００フィート以下）の飛行は行わせないこと。

・川崎石油コンビナート地域での事故・災害発生時には、救助活動等の妨げとならぬよ

う、状況に応じて配慮した運用を行うこと。



※上記のほか、新飛行経路に近い大師地区東部の町内会や臨海部企業、キングスカイフロント研究開発機

関等へ適宜情報提供を実施。 

■平成２６年度  

８月  第１回「首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会」開催

           ・将来的に国際線を増便するため、交通政策審議会の首都圏空港機能強化検討小委員

会がまとめた技術的な選択肢をもとに、国から南風時の 15:00～19:00 に、Ｂ滑走路を使

用して川崎側に離陸する経路を含めた新飛行経路案が示された

９月  大師地区町内会連合会内に航空機対策協議会設置

１２月  大師地区町内会連合会・航空機対策協議会から国・市に要望書提出

■平成２７年度  航空機対策協議会において、国が直接説明する説明会を開催（計５回）

１１月  大師地区町内会連合会・航空機対策協議会から国・市に要望書提出

１２月  航空機対策協議会の要望を受け、市から国に要望書提出

３月  航空機対策協議会員等に対する羽田空港現地見学会（羽田空港、城南島の視察）実施 

■平成２８年度 航空機対策協議会において、国が直接説明する説明会開催（計４回）

５月  航空機対策協議会員等に対する浮島における現地視察会実施 

６月  地元説明会等における意見を踏まえ、市から国に要望書提出

７月  国が殿町小学校で説明会を開催 

第 4回「首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会」開催 

・長距離国際線の制限や運航本数の削減等、環境影響に配慮した方策が示された 

■平成２９年度 航空機対策協議会において、国が直接説明する説明会開催（計２回）

      ６月  羽田空港の機能強化に関する情報発信ブースの設置（大師支所、約２週間） 

     １２月  国所有の飛行検査機による騒音体感の取組を実施 

■平成３０年度 航空機対策協議会において、国が直接説明する説明会開催（計１回）

      ６月  羽田空港の機能強化に関する情報発信ブースの設置（大師支所、約 1週間） 

９月  大師地区町内会連合会・航空機対策協議会から国に要望書提出 

航空機対策協議会の要望を受け、市から国に要望書提出

■令和元年度 航空機対策協議会において、国が直接説明する説明会開催（計２回）

６月  羽田空港の機能強化に関する情報発信ブースの設置（大師支所） 

 10 月  市から国に要望書提出

４ 

４ 国による地元対応の経過 

図４ 国の取組の流れ 

出典：「2020 年 3 月 29 日より新飛行経路の運用を開始し羽田空港において国際線を増便します」（別紙） 

（国土交通省） 

※川崎市が一部加筆 

３ 羽田空港の機能強化のプロセスについて 

フェーズ６説明会 

 ※川崎生命科学・環境研究センター（1/23） 

大師支所（1/24）、殿町小学校（1/25） 

実機飛行確認 

南風運用 

2/2～2/12 の間で

7日間実施

○令和元年８月の具体化協議会以降、国は飛行検査や発着調整などの新飛行経

路の運用に必要な各種準備を進めるとともに、引き続きの丁寧な情報提供と

して、１１月から１月にかけて、フェーズ６の説明会を開催した。

  ○また、２月には、試験飛行として、実機飛行確認を行い、経路周辺の騒音測

定が行われた。

  ○国は、騒音測定の詳細について精査をした後、その結果について、本市及び

地元に対し説明する予定である。

【合計１４回】 



５ フェーズ６の説明会について 

５ 

国は、羽田空港の機能強化について、これまで５巡に渡る説明会にて、その必要性や実

現方策、環境影響に配慮した方策等を説明してきた。 

今回の説明会では、新飛行経路運用開始までのプロセスや騒音・落下物に関する追加対

策等について、より多くの方に知っていただくため、令和元年１１月から１月にかけて、

関係する１都２県において、計６０回に渡りオープンハウス型の説明会が開催された。 

本市においては、次のとおり、開催された。 

（１）実施状況 

①令和２年１月２３日（木） 場所：川崎生命科学・環境研究センター（Lise）
②  〃 １月２４日（金） 場所：大師支所

③  〃 １月２５日（土） 場所：殿町小学校

※来場者数は、合計で約１００名。

（２）主な意見 

○騒音・振動の影響について 

○防音工事助成制度の拡充について 

  ○コンビナート上空飛行に係る安全対策について 

  ○実機飛行確認の測定結果の公表について 

  ○継続的な説明会の開催について 

（２）騒音測定の内容 

・実機飛行確認の実施にあわせて、キングスカイフロント内の国立医薬品食品衛生研究所

（騒音測定局設置予定箇所）において臨時測定が行われた。

・これに加えて、ハンディ騒音計を用いた簡易騒音測定が行われた。

（３）簡易測定の結果 

・簡易測定は実機飛行確認の期間中において、国立医薬品食品衛生研究所を除く８箇所で各

１日の測定を行い、その中で最大と最小の騒音値及び機材を示している。

６ 実機飛行確認について 

 （１）実施状況

  ・２月２日から２月１２日までのうち、７日間に渡り南風運用の実機飛行確認を実

施し、合計で２４５機がＢ滑走路から離陸した。 

■実機飛行確認（南風運用）におけるＢ滑走路離陸の実績 

日付 2/2 2/3 2/4 2/5 2/7 2/11 2/12 

合計 
運用時間

16:19 

-17:48

15:06 

-17:44

17:00 

-18:05

15:09 

-16:26

15:15 

-17:59

16:58 

-18:07

15:32 

-18:04

機数 28 48 22 25 50 24 48 245 



（４）臨時測定の結果 

○下表は、国立医薬品食品衛生研究所の屋上における臨時測定について、測定日毎に

離陸した航空機の機数と、その中で最大の騒音値を計測した機材と時間、最小の騒

音値を計測した機材と時間を整理したもの。 

○同施設が位置する高度１,０００ｆｔ（約３００ｍ）における経路直下の場合、標

準の推計騒音値は８６～９１ｄＢとされている。 

○今回の結果では一部で９４ｄＢを記録した一方、８６ｄＢを下回る数値も記録して

おり、騒音測定の詳細については、国が精査した後、改めて説明を受けることとな

っている。 

（５）本市の対応 

○実機飛行確認において、地元住民からは、騒音の大きさや見た目の圧迫感等につい

ての御意見、また、研究機関等からは、騒音・振動による精密機械と動物への影

響、今後の企業活動に支障が生じることを心配するなどの御意見が寄せられてい

る。 

○本市としては、実機飛行確認の騒音測定結果の精査した内容とあわせて、地元から

の意見等を踏まえた今後の対応について、本市及び地元に対し、国の対応をしっか

りと示すことを要望した。

６ 

（１）本市の対応について 

○本市では、これまで石油コンビナート上空飛行をはじめとして、新飛行経路の運用に係る

必要な対応を国に対し求めてきた。 

○令和元年１０月、これまで要望してきた趣旨に基づき、騒音や安全性等に係る生活環境へ

の影響等に十分配慮するとともに、運用後の対応を含め、改めて総括的な要望を行った。 

（２）本市要望に対する国の回答（令和元年１２月６日付） 

要望１ 試験飛行の実施にあたり、具体的な内容を示すとともに、しっかりと騒音測定を行い

経路周辺への影響を確認すること。あわせて、地元へ適切に情報提供を行うこと。 

（回答） 令和 2年 1月 30 日以降、新飛行経路の実機飛行による確認を行います。その際には

騒音測定局移設予定地の殿町国際戦略拠点等において騒音を測定し影響を確認するとと

もに、その結果を貴市及び地元の方々に情報提供する予定です。 

要望２ 新飛行経路の運用に際し、プライベートジェット機等を含めたＢ滑走路全般の運用が

確定次第、早期にその内容を示すこと。 

（回答） Ｂ滑走路全般の運用については確定後速やかにお示ししますが、離陸機については、長

距離国際線の制限（低騒音機（Ｂ７８７、Ａ３５０等）を除き 6000km 程度未満の路線に

制限）、４発機（Ｂ７４７、Ａ３４０等）の制限、騒音軽減運航方式（急上昇方式や可能

な限り早期の旋回開始）の導入を行うことにより環境影響を軽減します。 

また、自家用航空機（プライベートジェット機含む）に対しても、航空機メーカーが

定める整備や運航に必要な耐空証明に加え、東京国際空港使用の際にはＡＩＣ（航空情

報サーキュラー）に基づき航空機落下物防止対策の実施や被害者救済制度の同意を義務

付けています。 

要望３ 新飛行経路に対応するため、騒音測定局を現在の殿町小学校から殿町国際戦略拠点内

に移設することが予定されているが、新飛行経路運用後、十分情報提供を行うととも

に、この他の地点で騒音測定の要望等があった場合は適切に対応すること。 

（回答） 新飛行経路運用後は、殿町国際戦略拠点内に移設する騒音測定局にて測定し、結果を

随時公開する予定です。また、他の地点での騒音測定の要望等に対しては適切に対応し

ます。

要望４ 騒音影響に配慮し、最新の技術開発の動向等に応じ、更なる騒音軽減策の工夫や取組を

図ること。 

（回答） 新飛行経路導入に向け、着陸料体系の更なる見直しや騒音軽減運航方式の導入など対

策を講じていますが、今後も航空機機材の技術革新により騒音影響の軽減に努めてまい

ります。

７ 新飛行経路の運用開始に向けた対応 



要望５ 川崎石油コンビナート地域の飛行制限の見直しについて、その前提となる安全性の確

保や事故・災害時の更なる対応強化に関し、具体的な内容を示すとともに、責任を持って

その対応を行うこと。 

（回答） 航空機の安全性については、航空機メーカーが定める整備や運航に必要な耐空証明に

加え、航空会社等に対する厳正な審査・監査、航空輸送の安全に関わる情報の分析・活

用、外国航空機や自家用航空機（プライベートジェット機含む）も含めた航空機落下物防

止対策の実施等、安全運航に必要な措置について、責任を持って対応します。川崎石油コ

ンビナート地域上空の飛行制限については、既に見直しに向けた調整を図っていますが、

事故・災害時の更なる対応強化に繋がるよう、東京空港事務所も交えて定期的に情報交

換を行い、関係機関の更なる連携強化を図ります。 

なお、新飛行経路運用後につきましても、空港周辺で航空機事故が発生した場合には、

東京国際空港緊急計画に基づき関係機関が連携して救助活動等を行うことになります。

要望６ 殿町国際戦略拠点キングスカイフロントの研究開発への騒音等の影響が生じないよ

う、騒音軽減策を適切に講じるとともに、影響が発生した場合は令和元年８月７日に開催

された「第５回首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会」で示された回答に基づき十

分に対応すること。 

（回答） これまで、研究開発機関等の建物の遮音性能を評価し影響が想定されないことは確認

していますが、新飛行経路の運用後、改めて当該地域の騒音調査等を実施するとともに、

必要に応じて研究開発機関等への確認を行い、影響が発生した場合には、発生現場にて

調査を行い、内容に応じて専門家等の意見を踏まえつつ関係者で連携して対応します。

要望７ 新飛行経路運用後についても、継続的に地元へ丁寧な説明を行うとともに、騒音や安

全性等について、本市及び市民等より指摘があった場合は誠意を持って対応すること。 

（回答） 新飛行経路運用後も地元に対して丁寧な説明を継続し、貴市及び地元住民等のご指摘

やご意見には誠意を持って対応します。 

要望８ 今後も、本市域に騒音や安全性に影響を及ぼす内容の変更をしようとする場合は、事

前に本市に情報提供を行うとともに、協議すること。 

（回答） 今後、別添「機能強化後の東京国際空港の運用について」の内容で貴市に影響を及ぼ

す変更をしようとする場合は、事前に情報提供を行うとともに、協議することとしま

す。 

本市要望に対し、国が責任を持って適切に対応することを書面にて回答を受け確認した。 

７ 

８ 請願第６号・陳情第４７号に関する本市の見解 

（１）コンビナート上空飛行に係る安全対策等について【請願第６号・陳情第４７号関係】

○国からは、本市要望に対する回答において、コンビナート地域の飛行制限の見直しに

ついては、安全運航に必要な措置について、国が責任を持って対応することが示さ

れた。 

○あわせて、事故・災害時の対応強化に繋がるよう、関係機関の更なる連携強化を図る

ことが示された。 

○これらを踏まえ、防災対策上の対応として、災害予防等に関する情報交換、事故・災

害時の具体的な対処方策に関わるオペレーションの確認等について、空港管理者で

ある東京空港事務所に対し要望している。 

（２）騒音対策について【陳情第４７号関係】

○本市の住宅につきましては、防音工事が必要な範囲が及ばないことが示されており

ますが、国に対し、騒音影響に関する市民への十分な情報提供と市民からの要望に応

じた騒音測定の実施などを求めてきた。 

○国からは、本市要望に対する回答において、殿町国際戦略拠点内に移設する騒音測定

局にて測定し、結果を随時公開するとともに、他の地点での騒音測定の要望等に対し

ては適切に対応することを確認している。 

○また、実機飛行確認において、地元住民等から騒音が大きいなどの御意見が寄せられ

ていることを踏まえ、本市としては、地元からの意見等を踏まえた今後の対応につい

て、本市及び地元に対し、しっかりと示すことを国に対し求めている。 

（３）市民への説明について【陳情第４７号関係】

○国においては、これまで、関係する１都２県の住民に対して、６回のフェーズに渡る

オープンハウス型の説明会とともに、本市域では、地元航空機対策協議会や企業等へ

の説明が継続的に行われてきた。 

○これらに加え、情報発信ブースの設置や、空港等の見学会、飛行検査機による騒音体

感の取組など、様々な手法により情報提供が行われてきた。 

○国からは、本市要望に対し、運用後も丁寧な説明を継続していくことの回答を受けて

いる。 

羽田空港の機能強化につきましては、国の責任において進められておりますが、引き

続き、騒音・安全対策や防災力の一層の強化等を求めており、本市要望に関する国の

対応状況を十分に確認していく。 
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参考資料２



東空保第１６号

令和元年１２月１６日

東京国際空港長 殿

東京航空局長

川崎石油コンビナート地域上空の飛行制限について（ 通知）

標記について、昭和４５年１１月６日付け東空航第７１０号「 川崎石油コンビナート地域

上空の飛行制限について（ 通知）」 のとおり飛行制限を実施しておりましたが、航空需要や社

会情勢の変化に伴い、下記１については引き続き実施し、下記２については新たに実施され

たい。

なお、この通知をもって東空航第７１０号の取り扱いは廃止する。

記

１． 東京国際空港に離着陸する航空機以外の航空機は、川崎石油コンビナート地域上空に

おける飛行を避けさせるとともに、やむを得ず上空を飛行する必要のある場合は低高度

（ 3000f t 以下） の飛行は行わせないこと。

２． 川崎石油コンビナート地域での事故・ 災害発生時には、救助活動等の妨げとならぬよ

う、状況に応じて配慮した運用を行うこと。
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